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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者ケアシステムであって、患者（１５ａ）に治療を施すための医療装置（１）と、患
者（１５ａ）及び医療専門家（１５ｂ）を含むユーザとの間で通信ネットワーク（１６）
を介してデータを送受信するよう構成されたサーバシステム（６）とを備え、前記サーバ
システムは、さらに患者ケアに関するデータを処理し記憶するよう構成され、前記サーバ
システムは、患者ケアに関するデータを記憶するよう構成されたデータベース（６ｃ）と
、疾病管理（３６）及び患者情報管理プログラム（３２）のための患者ケアソフトウェア
コンポーネントとを含むアプリケーションサーバ（６ｂ）と、インターネット経由のデー
タ転送のためのウェブサーバソフトウェアアプリケーションを含む通信サーバ（６ａ）と
を備え、前記患者ケアソフトウェアコンポーネントは、前記通信ネットワークを介して転
送される前記医療装置の使用に関するデータを含む医療装置使用データを受け取るように
構成され、さらに前記医療装置使用データを患者データ（３２ｃ）と関連付けて処理して
前記患者の治療に関連した一つのレポート（３２ｆ）又は複数のレポートを生成するよう
構成され、前記レポートは、前記サーバシステムに記憶された、前記患者ケアシステム登
録ユーザそれぞれの役割と権限に応じて、前記通信ネットワークを介して前記登録ユーザ
による遠隔アクセスが可能であり、前記患者情報管理プログラムは、投薬歴、遵守状況デ
ータ、患者アウトカムレポート、患者健康状態レポート、患者の生理学データレポート、
医療装置設定、治療計画データ、及び前記情報の任意の組み合わせの中から選択される情
報に基づき、表、チャート、リスト、図、又はグラフィック表示の形態でレポートを生成
するよう構成されたレポートコンポーネントを備え、前記レポートコンポーネントは、治
療計画の不遵守の影響、又は治療の有効性の評価を容易にする、遵守状況と患者アウトカ
ムレポートとの複合レポートを含む、ユーザインターフェース装置（ＵＩＤ）ディスプレ
イ上に同時に表示するための複合レポートを作成するよう構成された患者ケアシステム。
【請求項２】
　患者ケアシステムであって、患者（１５ａ）に治療を施すための医療装置（１）と、患
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者（１５ａ）及び医療専門家（１５ｂ）を含むユーザとの間で通信ネットワーク（１６）
を介してデータを送受信するよう構成されたサーバシステム（６）とを備え、前記サーバ
システムは、さらに患者ケアに関するデータを処理し記憶するよう構成され、前記サーバ
システムは、患者ケアに関するデータを記憶するよう構成されたデータベース（６ｃ）と
、疾病管理（３６）及び患者情報管理プログラム（３２）のための患者ケアソフトウェア
コンポーネントとを含むアプリケーションサーバ（６ｂ）と、インターネット経由のデー
タ転送のためのウェブサーバソフトウェアアプリケーションを含む通信サーバ（６ａ）と
を備え、前記患者ケアソフトウェアコンポーネントは、前記通信ネットワークを介して転
送される前記医療装置の使用に関するデータを含む医療装置使用データを受け取るように
構成され、さらに前記医療装置使用データを患者データ（３２ｃ）と関連付けて処理して
患者の治療に関連した一つのレポート（３２ｆ）又は複数のレポートを生成するよう構成
され、前記レポートは、前記サーバシステムに記憶された前記患者ケアシステムの登録ユ
ーザのそれぞれの役割と権限に応じて、前記通信ネットワークを介して前記登録ユーザに
よる遠隔アクセスが可能な、患者ケアシステム。
【請求項３】
　前記通信サーバが、無線通信技術（ＷＴＴ）データ転送のために構成された遠隔サービ
スデータアップロードソフトウェアアプリケーション（２６）をさらに含む請求項１又は
２記載の患者ケアシステム。
【請求項４】
　無線通信ネットワークを介して前記サーバシステムに接続するよう構成された無線通信
技術（ＷＴＴ）送信器を備えた医療装置接続ステーション（２２）をさらに備え、前記医
療装置接続ステーションは、前記医療装置と相互接続し、前記サーバシステム上の前記Ｗ
ＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケーションを介して医療装置使用データを前
記患者情報管理プログラムアプリケーションに直接アップロードする、請求項３記載の患
者ケアシステム。
【請求項５】
　電話又はタブレット型コンピュータ等のモバイルユーザインターフェース装置（ＵＩＤ
）（１８ｂ、１８ｃ）にインストール可能で、前記サーバシステム上の前記ＷＴＴ遠隔サ
ービスデータアップロードアプリケーションを介して医療装置使用データを前記患者情報
管理プログラムアプリケーションにアップロードするよう構成されたクライアント側ソフ
トウェアアプリケーションをさらに備えた請求項１から４の何れか１項に記載の患者ケア
システム。
【請求項６】
　前記医療装置は、無線通信ネットワークを介して前記サーバシステムに接続するよう構
成された無線通信技術（ＷＴＴ）送信器を組み込んでおり、また前記医療装置は、前記サ
ーバシステム上のＷＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケーション（２６）を介
して医療装置使用データを前記患者情報管理プログラムアプリケーションにアップロード
するよう構成された、請求項１又は２記載の患者ケアシステム。
【請求項７】
　前記治療計画の遵守状況が第１グラフィック表示で表され、前記患者アウトカムレポー
トが患者の生理学的状態に関連し、第２グラフィック表示で表され、操作者が前記治療計
画の遵守状況と前記患者の生理的状態とを比較できるよう前記第１と第２のグラフィック
表示が共通のタイムスケールを有する請求項１記載の患者ケアシステム。
【請求項８】
　前記複合遵守状況レポートが第１タイムスケールで表示され、前記患者アウトカムレポ
ートが第２タイムスケールで表示され、前記第１と第２のタイムスケールが揃う状態で同
時に表示され、前記複合遵守状況レポートと前記患者アウトカムレポートが共通の時間間
隔について表示され、操作者が前記治療計画の遵守状況と前記患者アウトカムレポートを
一定期間にわたって比較及び／又は関連付けすることができる請求項１記載の患者ケアシ
ステム。
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【請求項９】
　前記複合遵守状況レポートが第１タイムスケールで表示され、少なくとも一つの患者ア
ウトカムレポートが第２タイムスケールで表示され、前記第１と第２のタイムスケールが
相互にずらされ、前記患者アウトカムレポートにおける知覚／測定できる患者アウトカム
の時間的遅れが補正され、操作者が前記遵守状況と前記患者アウトカムレポートを一定期
間にわたって比較及び／又は関連付けすることができる請求項１記載の患者ケアシステム
。
【請求項１０】
　遵守状況データと患者アウトカムレポートを表示する前記タイムスケールが、時間ごと
、日ごと、週ごと、月ごと、年ごと、又はこれらの任意の組み合わせである請求項７から
９の何れか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１１】
　前記サーバシステムは、Ｅメール及び／又はＳＭＳ（ショートメッセージサービス）通
知を患者、及び、必要に応じ前記システムの他のユーザに送信するよう構成された通知サ
ービスソフトウェアコンポーネント（３０ｂ）をさらに備え、通知はアラーム、訪問リマ
インダー、治療計画情報、健康情報、薬剤情報を含む群から選択される請求項１から１０
の何れか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１２】
　前記サーバシステムは患者がオンラインでアクセスできる検査（４０ａ）を含む患者治
療サービスソフトウェアコンポーネントをさらに備え、前記ソフトウェアコンポーネント
は視力検査及び歩行検査等の検査結果を取得するよう構成され、前記検査結果を前記レポ
ートソフトウェアコンポーネントに入力する請求項１から１１の何れか１項に記載の患者
ケアシステム。
【請求項１３】
　前記サーバシステムは、認知訓練及び可動性訓練の中から選択される訓練運動を含む、
患者がオンラインでアクセスできる訓練運動（４０ｂ）を含む患者治療サービスソフトウ
ェアコンポーネントをさらに備えた請求項１から１２の何れか１項に記載の患者ケアシス
テム。
【請求項１４】
　患者治療サービスが、さらに、前記患者の生理学的計測データの生理学的計測に関する
センサから送られるデータを受け取るように構成され、前記患者の生理学的計測データは
、センサにより自動的に感知され、前記患者のユーザインターフェース装置（１８）及び
／又は医療装置（１）を介し、及び／又は前記感知装置もしくは訓練装置により前記サー
バシステムに送信され、前記生理学データは、体温、血圧、脈拍、ガルバニック皮膚反応
、表面筋電図、脳波測定値、眼球運動測定値、心電図測定値、呼吸センサ測定値、血糖セ
ンサ測定値の中から選択される、請求項１２又は１３記載の患者ケアシステム。
【請求項１５】
　患者ケアシステムであって、薬剤を投与する医療装置と、前記医療装置の使用に関する
データである第１データを取得するようにした第１データ入力装置と、患者の生理学的状
態に関するデータである第２データを取得するようにした第２データ入力装置と、前記第
１と第２のデータ入力装置と通信し前記第１と第２のデータを取得し、前記第１データを
処理して治療計画の遵守状況に関するデータである処理済第１データを生成するようにし
た処理部と、前記処理部と通信し、前記治療計画の遵守状況を表す第１グラフィック表示
及び前記第２データを表す第２グラフを表示し、操作者が治療計画遵守状況と、第２デー
タを比較することができるようにした表示部とを備え、前記第２データは臨床的に有効な
質問票の質問に対する回答の形で前記患者から集められたデータを含む、患者ケアシステ
ム。
【請求項１６】
　前記質問票は、患者の全般的な健康状態、痛み、認知、疲労感、膀胱の状態、腸の状態
、又は性的満足の程度を評価するための質問を含む請求項１５記載のシステム。
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【請求項１７】
　前記第１データに前記医療装置の使用時刻及び／又は日付を記録できるようにし、前記
第２データに患者の生理学的状態の時刻及び／又は日付を記録できるようにした請求項１
５又は１６記載のシステム。
【請求項１８】
　多発性硬化症患者のために構成された請求項１、２、又は１５に記載の患者ケアシステ
ム。
【請求項１９】
　成長ホルモン分泌不全症患者のために構成された請求項１、２、又は１５に記載の患者
ケアシステム。
【請求項２０】
　関節リウマチ患者、若年性関節リウマチ患者、乾癬患者、プラーク乾癬患者、クローン
病患者、若年クローン病患者、喘息患者、乾癬性関節炎患者、潰瘍性大腸炎患者、全身性
エリテマトーデス患者、または強直性脊椎炎患者のためにに構成された請求項１、２、又
は１５に記載の患者ケアシステム。
【請求項２１】
　治療計画の有効性を監視する方法であって、前記医療装置の使用に関するデータである
第１データを処理部に送信することと、患者の生理学的状態に関するデータである第２デ
ータを処理部に送信することと、第１データを処理して、前記治療計画の遵守状況に関す
るデータである処理済第１データを生成することと、前記治療計画の遵守状況を表す第１
グラフィック表示と前記第２データを表す第２グラフィック表示を表示部に表示し、操作
者が前記治療計画の遵守状況と前記第２データを比較できるようにすることとを含む方法
。
【請求項２２】
　前記第１データに時刻記録が付されて前記医療装置の使用時間及び／又は日付が記録さ
れ、前記第２データに時刻記録が付されて患者の生理学的状態の時間及び／又は日付が記
録される請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　前記第１グラフィック表示と前記第２グラフィック表示が共通の時間軸に表示される請
求項２１又は２２に記載の方法。
【請求項２４】
　治療を監視し慢性的な疾患や病状に苦しむ患者にケアを提供する方法であって、
前記患者に治療薬を投与する医療装置を提供することと、
患者及び医療専門家を含むユーザとの間で通信ネットワークを介してデータを送受信する
よう構成されたサーバシステムであって、前記患者に関するデータを記憶するよう構成さ
れたデータベースと、神経変性疾患管理及び患者情報管理のための患者ケアソフトウェア
コンポーネントを含むアプリケーションサーバと、前記通信ネットワークを介したデータ
転送のための通信サーバとを含むサーバシステムを備えたコンピュータ化された患者ケア
システムを提供することと、
前記サーバシステム上で患者ケアに関するデータを処理し記憶することと、
前記医療装置の使用に関するデータを含む医療装置使用データを前記通信ネットワークを
介して前記サーバシステムに送信することと、
前記医療装置使用データを患者データと関連付けて処理し、患者の治療に関連した一又は
複数のレポートを生成することと、
前記患者ケアシステムの登録ユーザに対し、前記サーバシステムに記憶した前記登録ユー
ザそれぞれの役割と権限に応じて、前記通信ネットワークを介した前記レポートへの遠隔
アクセスを提供することと
を含む方法。
【請求項２５】
　電話又はタブレット型コンピュータ等のモバイルユーザインターフェース装置（ＵＩＤ
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）にインストールできるクライアント側ソフトウェアアプリケーションを提供することと
、
　前記サーバシステム上の前記ＷＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケーション
を介して、医療装置使用データを前記患者情報管理プログラムアプリケーションにアップ
ロードすることと
をさらに含む請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
　前記医療装置は、無線通信ネットワークを介して前記サーバシステムに接続するよう構
成された無線通信技術（ＷＴＴ）送信器を組み込んでおり、
前記サーバシステム上のＷＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケーションを介し
て前記医療装置から前記患者情報管理プログラムアプリケーションに医療装置使用データ
を直接アップロードすることを含む請求項２４記載の方法。
【請求項２７】
　慢性的な病状又は疾患のための治療計画の有効性を評価する方法であって、
薬剤を投与する医療装置を提供することと、
前記医療装置の使用データを計算システムに送信することと、
処方された治療計画データと前記使用データに基づき治療計画の遵守状況を計算すること
と、
前記計算システムに患者報告アウトカムを送信することと、
治療計画遵守状況の第１グラフィック表示と前記患者報告アウトカムの第２グラフィック
表示を前記計算システム中に生成し、前記第１と第２のグラフィック表示は共通のタイム
スケールを含むようにすることと、
前記レポートを、ユーザインターフェース装置のスクリーン上の表示により医療専門家が
アクセス可能なものとし、前記第１と第２のグラフィック表示は同時に表示されるように
することと
を含む方法。
【請求項２８】
　前記計算システムが請求項１から１３の何れか一項に記載の患者ケアシステムのサーバ
システムである請求項２７記載の方法。
【請求項２９】
　前記治療計画有効性監視方法又は前記治療監視方法が、多発性硬化症患者のために構成
された請求項２１、２４、又は２７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記治療計画有効性監視方法又は前記治療監視方法が、成長ホルモン分泌不全症患者の
ために構成された請求項２１、２４、又は２７に記載の方法。
【請求項３１】
　前記治療計画有効性監視方法又は前記治療監視方法が関節リウマチ患者、若年性関節リ
ウマチ患者、乾癬患者、プラーク乾癬患者、クローン病患者、若年クローン病患者、喘息
患者、乾癬性関節炎患者、潰瘍性大腸炎患者、全身性エリテマトーデス患者、または強直
性脊椎炎患者のために構成された請求項２１、２４、又は２７に記載の方法。
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